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日 時 ：2019年 5月 31日（金）12：30～16：45 

会 場 ：品川区総合区民会館（東京都）イベントホール 

 
年号が令和に変わり最初の総会となる当日は晴天に恵まれ、45サポー

ト協会(書面議決書含)と、関係団体等から合わせて約 130人の皆様にご出

席いただきました。 

ご来賓として、参議院議員 渡辺 喜美 様、全国手をつなぐ育成会連合

会 会長 久保 厚子 様、AIG損害保険株式会社 首都圏地域事業本部 

事業副本部長 真島 章紀 様にご臨席いただき、ご祝辞を賜りました。 

また、参議院議員 衛藤 晟一 様、衆議院議員 高鳥 修一 様、AIG損害保険株式会社 代表取締役社長 兼 

CEO ケネス・ライリー 様からは、祝電を頂戴いたしました。 

 

第１部 総会 

議案審議は、2020年度「生活サポート総合補償制度」改定、2018年度事業報告・決算、2019年～2020年

度の役員について審議し、承認されました。途中、臨時理事会をはさみ、報告事項として、理事長・副理事

長の選任、2019年度事業計画・予算等について報告いたしました。詳細は、当会ホームページの「お知ら

せ」にも掲載しております。 

 

● 感謝状贈呈 

当会の充実及び発展のために多年にわたり役員をお務め賜った 1名と各サポート協会の事務職員として

当会や各サポート協会の充実及び発展のためにご尽力された 4名の方々に感

謝状を贈呈いたしました。副賞は後日、指定の送付先に送付しております。 

 

第２部 研修会 

AIG損害保険㈱、㈱ジェイアイシーによって、まず事務局員向けの 2020年

度「生活サポート総合補償制度」改定について行い、次にアクティブケアにつ

いての研修会を行いました。 

２ ０ １ ９ 年 度 定 時 社 員 総 会 報 告 

研修会の様子 
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生活サポート総合補償制度は、２０２０年４月１日より掛金と補償内容の改定を実施いたします。 

 

１.背景（改定の目的） 

生活サポート総合補償制度は 2006年当時、保険業法改正という大きな壁を乗り越え、各地の旧互助会制

度を引き継いだ形で誕生した、知的障害児者・自閉症児者の日々の暮らしをサポートするための他に例のな

い制度です。 

年齢にかかわらず、知的障害児者、自閉症児者の方であればご加入いただけ、また既往症も補償できると

いう特色から現在、全国の会員は約 136,000人にまで達しました。 

一方会員の高齢化など制度を取り巻く環境も変化し、補償制度の利用率は大きく伸び、保険収支の悪化が

加速している状況にあります。そこで当補償制度の安定した維持・発展のため、当会ならびに各サポート協

会、AIG損害保険株式会社、ジェイアイシーグループの三者にて約 2年にわたり協議を重ね、2019年 5月の

全国サポート協会総会にて、2020年 4月 1日より制度改定を実施することが決議されましたのでその内容を

お知らせいたします。 

 

２.2020年制度掛金の変更 

A・Bプランの掛金の値上げを行います。 

 
 

３.補償内容の変更 

「付添介護費用保険金」について、「3時間以上の付添介護」を補償の対象とします。（3時間未満の付添

介護については、補償の対象外となります。） 

Bプランに、新たに「弁護士費用等補償特約」を付帯します。 

「弁護士費用等補償特約」の補償範囲に、新たに「弁護士接見費用※」を含めます。 

（※）「弁護士接見費用」とは、被保険者の逮捕・勾留中に接見（面会）した弁護士に対して支払う費用を

いいます。                                （次ページに続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活サポート総合補償制度2020年度改定のご案内 
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４.ご加入条件の変更 

(1) 2020年 4月 1日時点で満 65歳以上の場合、新規で Bプランにご加入いただくことはできません。 

(2) 2021年 4月 1日時点で満 65歳以上の場合、新規・切り替えともに、Bプランにはご加入いただけ

ません。 

（2021年 2月までに既にBプランにご加入の場合は、Bプランのままご継続いただけます。） 

 

５.改定実施にむけたスケジュール 

改定内容の詳細について、「2020年度制度会員継続のご案内」（2020年 2月頃に発送予定）にて再度お知

らせしますので、必ずご確認ください。 

 

6.「生活サポート総合補償制度」  2020年4月1日改定後のプラン内容 (赤色が改定箇所) 

 Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン 

付添介護保険金 8,000円 8,000円 － 

差額ベッド費用 3,000円 3,000円 － 

入院諸費用 1,000円 1,000円 4,000円 

入院一時金 5,000円 6,000円 － 

個人賠償責任補償 1億円限度 3億円限度 3億円限度 

弁護士費用等補償 － 
損害賠償請求費用 200万円限度 

法律相談費用 5万円限度 
弁護士接見費用 1万円限度 

損害賠償請求費用 200万円限度 
法律相談費用 5万円限度 
弁護士接見費用 1万円限度 

職業従事中 

事故対応費用補償 
－ － 

10万円限度 

（自己負担額3,000円） 

死亡保険金 100,000円 100,000円 500,000円 

後遺障害保険金 4,000～100,000円 4,000～100,000円 20,000～500,000円 

入院保険金 3,000円 5,000円 5,000円 

通院保険金 2,000円 3,000円 3,000円 

手術保険金 
30,000円（入院中） 

15,000円（入院中以

外） 

50,000円（入院中） 

25,000円（入院中以外） 
50,000円（入院中） 

25,000円（入院中以外） 

葬祭費用見舞金 100,000円 100,000円 － 

地震・噴火・津波補償 補償されます 補償されます 補償されます 

年間掛金 19,500 円 25,200 円 22,000 円 

※ご不明点がございましたら、ご加入のサポート協会にご確認ください。 

編集後記 

 令和最初のシンビオシス～サポ協だより～をお届けします。 

今回は会員の皆様にとても重要な「生活サポート総合補償制度 ２０２０年度改定」についてを中心に掲載しております。今回の改定ではA・B

プランの掛金変更等がございますので、必ずお目通しいただきたく存じます。ご不明点やご質問がございましたらご加入のサポート協会または担当

のジェイアイシーグループ各社までお願いします。                                      P3frame…Vecteezy.com 
 

 

 


